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   奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 （奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

  第１３条第１号中「懲戒免職等処分」を「懲戒免職処分等」に改め、「規

定による」の次に「減給の処分、停職の処分又は」を加える。 

第１３条第２号、第１４条の見出し、同条第１項第１号及び第１５条第２

項第２号中「懲戒免職等処分」を「懲戒免職処分等」に改める。 

第１６条第１項第２号中「規定による」の次に「減給処分、停職処分又は」

を加え、「対する免職処分」を「対する免職処分等」に改め、同項第３号中

「対する免職処分」を「対する免職処分等」に改め、「懲戒免職等処分」を

「懲戒免職処分等」に改める。 

第１７条第１項第２号中「対する免職処分」を「対する免職処分等」に改

め、同項第３号中「対する免職処分」を「対する免職処分等」に改め、「懲

戒免職等処分」を「懲戒免職処分等」に改める。 

第１９条第１項から第３項までの規定中「懲戒免職等処分」を「懲戒免職

処分等」に改め、同条第５項中「対する免職処分」を「対する免職処分等」

に改める。 

 （奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年奈良

市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条第２項第１号中「規定により」の次に「減給の処分、停職の処分

又は」を加え、同条第３項中「規定による」の次に「減給の処分、停職の処

分又は」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企



業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以

後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当につ

いては、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 本市職員及び本市企業局職員の退職手当制度の一層の適正化を図り、もって

公務に対する市民の信頼確保に資するとともに、非違行為の発覚時点の相違に

よる職員間の不公正を解消させるため、退職直前又は退職後に、在職期間中に

減給又は停職の処分を受けるべき行為があったと認められた場合における支給

制限、支払差止め及び返納命令の制度を設けるほか、所要の改正を行おうとす

るものである。 

 



1/6  

奈良市職員の退職手当に関する条例 新旧対照表（第１条による改正） 

  

現行 改正案 

（定義） （定義） 

第13条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第13条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による        

      懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非

違を理由として失わせる処分をいう。 

(１) 懲戒免職処分等 地方公務員法第29条の規定による減給の処分、停

職の処分又は懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非

違を理由として失わせる処分をいう。 

(２) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の

退職（この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職

手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同

じ。）の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有して

いた機関（当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章

の規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関）をいう。ただ

し、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、

当該職員の占めていた職（当該職が廃止された場合にあつては、当該職

に相当する職）を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する

機関（当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規

定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関）をいう。 

(２) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の

退職（この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職

手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同

じ。）の日において当該職員に対し懲戒免職処分等を行う権限を有して

いた機関（当該機関がない場合にあつては、懲戒免職処分等及びこの章

の規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関）をいう。ただ

し、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、

当該職員の占めていた職（当該職が廃止された場合にあつては、当該職

に相当する職）を占める職員に対し懲戒免職処分等を行う権限を有する

機関（当該機関がない場合にあつては、懲戒免職処分等及びこの章の規

定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関）をいう。 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） （懲戒免職処分等を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職をした者が死亡し

たときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承

継した者）に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当

該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び

程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言

動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対 

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職をした者が死亡し

たときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承

継した者）に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当

該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び

程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言

動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対 
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現行 改正案 

する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部

を支給しないこととする処分を行うことができる。 

する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部

を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 (１) 懲戒免職処分等を受けて退職をした者 

(２) 略 (２) 略 

２～３ 略 ２～３ 略 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第15条 略 第15条 略 

(１)～(２) 略  (１)～(２) 略  

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職

手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職

手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の職員の非違に当たる

行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値

することが明らかなものをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに 

足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。 

(２) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職処分等を受けるべき行為（在職期間中の職員の非違に当たる

行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職処分等に値

することが明らかなものをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに足り

る相当な理由があると思料するに至つたとき。 

３～10 略 ３～10 略 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号

に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般

の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第14条第１

項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手 

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号

に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般

の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第14条第１

項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手 
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現行 改正案 

当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 略 (１) 略  

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる 

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第

３項の規定による           懲戒免職処分（以下「再任用

職員に対する免職処分 」という。）を受けたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる 

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第

３項の規定による減給処分、停職処分又は懲戒免職処分（以下「再任用

職員に対する免職処分等」という。）を受けたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する (３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する 

免職処分 の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

免職処分等の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ 略 ２～６ 略 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る

退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第１項に規定する

事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい

なければ第12条第３項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第19条において「失業手当受給可能者」という。）

であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額（次条及び

第19条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一

部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る

退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第１項に規定する

事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい

なければ第12条第３項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第19条において「失業手当受給可能者」という。）

であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額（次条及び

第19条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一

部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 (１) 略  (１) 略 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免

職処分 を受けたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免

職処分等を受けたとき。 
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現行 改正案 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する

免職処分 の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免 

職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する

免職処分等の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免 

職処分等を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ 略 ２～６ 略 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第19条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退

職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」

という。）が当該退職の日から６月以内に第17条第１項又は前条第１項の

規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規

定する場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当

該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同

じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理

由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当

該相続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職

をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められ

ることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）

の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第19条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退

職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」

という。）が当該退職の日から６月以内に第17条第１項又は前条第１項の

規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規

定する場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当

該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同

じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理

由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当

該相続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職

をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたと認められ

ることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）

の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第17条第５項又は前

条第３項において準用する奈良市行政手続条例第15条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第17条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第17条第５項又は前

条第３項において準用する奈良市行政手続条例第15条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第17条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を 
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除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者

の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、 

当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行

為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退

職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行 

うことができる。 

除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者

の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、 

当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行

為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退

職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行 

うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し起訴をされた場合（第15条第１項第１号に該当する場合を含む。

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定すること

なく、かつ、第17条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をし

たと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当

額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこと

ができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し起訴をされた場合（第15条第１項第１号に該当する場合を含む。

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定すること

なく、かつ、第17条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行為をし

たと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当

額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこと

ができる。 

４ 略 ４ 略 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

の行為に関し再任用職員に対する免職処分 を受けた場合において、第17

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

の行為に関し再任用職員に対する免職処分等を受けた場合において、第17

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内 
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に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該

行為に関し再任用職員に対する免職処分 を受けたことを理由として、当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつ

た場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当す

る額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該

行為に関し再任用職員に対する免職処分等を受けたことを理由として、当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつ

た場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当す

る額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

６～８ 略 ６～８  
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奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 新旧対照表（第２条による改正） 

  

現行 改正案 

（退職手当） （退職手当） 

第13条 略 第13条 略 

２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該

退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しな

いこととすることができる。 

２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該

退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しな

いこととすることができる。 

(１) 地方公務員法第29条の規定により             懲戒 

免職の処分を受けた者 

(１) 地方公務員法第29条の規定により減給の処分、停職の処分又は懲戒

免職の処分を受けた者 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

３ 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による            

  懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手

当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその

支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。 

３ 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による減給の処分、停職の処分

又は懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手

当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその

支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。 

４～８ 略 ４～８ 略 

 


